
７９ 
 

 

 

令
和
七
年
三
月
五
日
提
出 

質

問

第

七

九

号 

       
 
 

ト
ル
コ
国
籍
者
へ
の
査
証
免
除
措
置
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

 

   

提 

出 

者 
 

松

原

 

仁 

 
 



 

１ 

 

 
 
 

ト
ル
コ
国
籍
者
へ
の
査
証
免
除
措
置
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

 

現
在
、
少
な
く
な
い
数
の
ト
ル
コ
共
和
国
国
籍
者
が
、
就
労
目
的
で
来
日
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
観
光
目
的
の
査
証
免
除

措
置
を
本
来
の
趣
旨
を
逸
脱
し
て
利
用
し
、
日
本
へ
の
入
国
後
に
は
難
民
認
定
申
請
を
行
い
、
滞
在
し
て
い
る
と
の
指
摘
が
あ

り
、
社
会
的
に
大
き
な
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
我
が
国
と
ト
ル
コ
共
和
国
は
、
昨
年
、
外
交
関
係
樹
立
百
周
年
の
記
念
す
べ
き

年
を
迎
え
た
が
、
事
実
に
基
づ
か
な
い
難
民
認
定
申
請
問
題
を
放
置
す
れ
ば
、
両
国
民
の
友
情
の
歴
史
に
影
を
落
と
し
か
ね
な

い
と
考
え
る
。 

 

そ
こ
で
お
尋
ね
す
る
。 

一 

過
去
二
十
年
間
の
ト
ル
コ
共
和
国
国
籍
の
難
民
認
定
申
請
者
数
及
び
難
民
認
定
者
数
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
五
年
ご
と
の

合
計
を
可
能
な
限
り
明
ら
か
に
し
た
う
え
で
、
難
民
不
認
定
者
数
は
、
同
国
国
籍
の
難
民
認
定
申
請
者
数
の
何
パ
ー
セ
ン
ト

か
、
同
様
に
過
去
二
十
年
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
五
年
ご
と
の
数
字
を
可
能
な
限
り
示
さ
れ
た
い
。 

二 

令
和
四
年
度
及
び
令
和
五
年
度
の
ト
ル
コ
共
和
国
国
籍
の
難
民
認
定
申
請
者
数
と
難
民
認
定
者
数
を
、
そ
れ
ぞ
れ
可
能
な

限
り
明
ら
か
に
し
た
う
え
で
、
令
和
五
年
度
は
、
令
和
四
年
度
に
比
べ
て
そ
れ
ぞ
れ
何
パ
ー
セ
ン
ト
増
加
又
は
減
少
し
た

か
、
数
字
を
可
能
な
限
り
示
さ
れ
た
い
。 
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三 

産
経
新
聞
取
材
班
「
国
会
議
員
に
読
ま
せ
た
い
「
移
民
」
と
日
本
人
」
（
産
経
新
聞
出
版
、
令
和
七
年
）
は
、
「
入
管
関

係
者
に
よ
る
と
、
ク
ル
ド
人
の
難
民
申
請
者
は
毎
年
、
冬
を
迎
え
農
業
や
牧
畜
が
農
閑
期
と
な
る
十
月
～
十
一
月
ご
ろ
に
急

増
。
翌
年
、
放
牧
の
季
節
が
始
ま
る
五
月
～
六
月
ご
ろ
帰
国
者
が
増
え
る
と
い
う
。
二
〇
二
三
年
の
一
年
間
の
ト
ル
コ
国
籍

の
申
請
者
約
二
千
四
百
人
の
う
ち
、
三
割
に
当
た
る
七
百
人
近
く
は
翌
二
十
四
年
六
月
ご
ろ
ま
で
に
す
で
に
帰
国
し
た
。
入

管
関
係
者
は
「
彼
ら
は
夏
前
に
な
る
と
「
問
題
が
解
決
し
た
」
と
言
っ
て
難
民
申
請
を
取
り
下
げ
帰
国
し
て
い
く
。
秋
に
な

る
と
同
じ
人
物
が
来
日
し
、
「
ま
た
問
題
が
起
き
た
」
と
い
っ
て
難
民
申
請
す
る
。
か
つ
て
の
東
北
地
方
か
ら
の
出
稼
ぎ
の

よ
う
に
、
農
閑
期
に
合
わ
せ
た
就
労
目
的
と
考
え
ら
れ
る
」
。
」
と
記
す
。
そ
こ
で
、
過
去
二
十
年
間
の
ト
ル
コ
共
和
国
国

籍
の
難
民
認
定
申
請
者
数
の
、
各
月
別
の
合
計
を
そ
れ
ぞ
れ
可
能
な
限
り
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

四 

ト
ル
コ
国
籍
者
が
来
日
す
る
際
に
お
け
る
査
証
免
除
措
置
の
趣
旨
を
逸
脱
し
た
目
的
外
の
利
用
、
及
び
難
民
認
定
制
度
の

濫
用
あ
る
い
は
誤
用
が
疑
わ
れ
る
申
請
が
多
数
存
在
す
る
と
の
指
摘
に
つ
い
て
、
政
府
の
認
識
如
何
。 

五 

我
が
国
は
、
過
去
に
、
パ
キ
ス
タ
ン
・
イ
ス
ラ
ム
共
和
国
、
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
人
民
共
和
国
及
び
イ
ラ
ン
・
イ
ス
ラ
ム
共

和
国
に
対
す
る
査
証
免
除
措
置
を
一
時
停
止
し
た
が
、
そ
の
結
果
、
こ
れ
ら
の
国
々
と
の
友
好
関
係
が
決
定
的
に
損
な
わ
れ

た
か
、
政
府
の
認
識
如
何
。 
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六 

ト
ル
コ
共
和
国
国
籍
者
へ
の
査
証
免
除
措
置
を
、
一
時
停
止
す
べ
き
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
如
何
。
ま
た
、
政
府

が
、
同
国
国
籍
者
へ
の
査
証
免
除
措
置
の
一
時
停
止
を
考
え
て
い
な
い
な
ら
ば
、
難
民
認
定
制
度
の
濫
用
又
は
誤
用
的
な
申

請
を
抑
止
す
る
た
め
に
い
か
な
る
施
策
を
実
施
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
同
国
国
籍
の
難
民
認
定
申
請
者
数
に
ど
の
よ
う
な
変
化

が
あ
っ
た
か
、
そ
れ
ぞ
れ
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

 

右
質
問
す
る
。 


